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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和８年６月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡明和町江口１４９－１ 館林市美園町２５番２５号 
佐藤貴斗、佐藤仁美 

２ 邑楽郡明和町南大島１５３７－４ 邑楽郡明和町南大島１１３０番地２ 町営住宅新
田団地Ｂ棟３１３ 
帆足亮佑 

 
 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第４９号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

  令和８年６月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

秋元よしあき後援会 秋元祥光 秋元茜 館林市富士見町１６－５ 

令和８年５月１２日 

杉崎ただよし後援会 杉崎任克 金子優美 館林市本町１－３－２３ 

令和８年５月７日 

内藤和輝後援会 内藤和輝 内藤和輝 館林市羽附町１４６３－１ 

令和８年５月２７日 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５０号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和８年６月３０日 

■ 選挙管理委員会告示 

■ 公  告 
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  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

大久保守後援会 代表者の氏名 黒岩慶二 土屋清孝 令和８年 
３月３１日 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５１号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和８年６月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

議員様を見守る水戸黄門党 太田勝喜 令和７年１２月３１日 

政心会 小暮笑鯉子 令和８年４月３０日 

東毛地域政治経済政策推進研究会 穂積照雄 令和８年３月３１日 

萩原勝喜後援会 太田勝喜 令和７年１２月３１日 
 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５２号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和８年６月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

秋元祥光 館林市議会議員 秋元よしあき後援会 館林市富士見町１６－５ 令和８年 
５月１１日 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５３号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の

異動事項は、次のとおりである。 
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令和８年６月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体 
の届出をした 
者 の 氏 名 

資金管理団体
の 名 称 

異動事項 新 旧 異動年月日 

星名建市 新星会 公職の種類 渋川市長 群馬県議会議員 令和７年 
７月２５日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５４号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第２号の規定により資金管理団体でなくなった旨

の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。 

令和８年６月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

太田勝喜 萩原勝喜後援会 令和７年１２月３１日 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和８年６月３０日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，２９２ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９５，５７２ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，１３５ 

甘楽郡 ５，７６５ 

吾妻郡 １４，０１８ 

利根郡 ８，４９１ 
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佐波郡 ９，７４９ 

邑楽郡 ２５，９６０ 

前橋市 ９０，７７４ 

高崎市 １０１，９０３ 

桐生市 ２８，６９３ 

伊勢崎市 ５５，３７６ 

太田市 ５８，２７６ 

沼田市 １２，２２８ 

館林市 ２０，０５８ 

渋川市 ２０，４８２ 

藤岡市・多野郡 １８，１２６ 

富岡市 １２，６１４ 

安中市 １５，３４３ 

みどり市 １３，５４０ 

 

 

 

 

 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和３３年法律第９８号。以下「法」という。）

第２１条の規定により、館林北部第四工業団地の造成敷地の譲受人を次のとおり公募する。 

  令和８年６月３０日 

群馬県企業管理者 成 田 正 士   

１ 団地の名称 館林北部第四工業団地 

２ 分譲区画、所在地、分譲面積及び分譲単価 
 

分譲区画 所在地 分譲面積（概算） 分譲単価 

Ａ区画 館林市大新田町字南蓮河原、字
稲荷木及び字土井尻並びに下早
川田町字北蓮河原 

３７,０００㎡ ３０,０００円／㎡ 

Ｂ区画 １１,０００㎡ ３１,０００円／㎡ 

Ｃ区画 ３０,０００㎡ ３１,３００円／㎡ 

Ｄ区画 ３４,０００㎡ ３１,８００円／㎡ 

Ｅ区画 ８,９００㎡ ３０,９００円／㎡ 

Ｆ区画 ９,１００㎡ ３１,２００円／㎡ 
 

３ 譲受人の資格 製造業及び製造業（当団地の分譲企業）に付随する業務を行う物流業・流通業・サービス業等

を経営しようとする者であって、法第１８条の２に規定する処分管理計画及び群馬県団地造成事業に関する条例

（昭和３７年群馬県条例第３２号）等関係法令に適合するものとする。 

４ 分譲価格 分譲面積に分譲単価を乗じて得た金額（１円未満の端数切捨て）とする。 

■ 公営企業公告 
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５ 土地代金の支払方法 土地売買契約締結時に分譲価格の全額を支払うものとする。 

６ 受付開始日 令和８年８月２０日 

７ 申込方法 所定の分譲申込書による。 

８ 受付場所及び問い合わせ先 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県企業局団地課分譲室 電話０２７－２２６

－３９５４（ダイヤルイン） 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

令和８年６月２２日付けで国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示（令和８年関東

地方整備局告示第１８６号）があったので、同法第６６条の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年６月３０日 

                                                                  群馬県企業管理者 成 田 正 士 

１ 都市計画事業の種類及び名称 館林都市計画工業団地造成事業 館林大島地区工業団地造成事業  

２  施行者の名称 群馬県  

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号 

４ 事業地の所在  

(1) 収用の部分 群馬県館林市大島町字上新田、字下八ツ島、字岡里前及び字小草原地内 

(2) 使用の部分 群馬県館林市大島町字上新田、字下八ツ島、字岡里前及び字小草原地内 

５ 事業施行期間 令和６年７月３０日から令和１４年３月３１日まで 

 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和８年６月３０日 

群馬県教育委員会教育長 平 田 郁 美   

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬県教育委員会人事管理システム保守・管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局学校人事課 群馬県前橋市大手

町一丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和８年６月１２日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地  株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地 

５ 随意契約に係る契約金額 ７６，１６８，４００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当 

 

 

 

 

〇企業管理規程正誤 

■ 正  誤 

■ 落  札 
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令和８年３月３１日群馬県企業管理規程第７号（群馬県企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程） 
 

発行番号 ページ 欄 行 誤 正 

号外第１５号 

 

３ 上欄 ３２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

と す る  と し 、 同 条 第 五 項 を 同 条

第 四 項 と し 、 同 条 第 六 項

第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の

規 定 中 「 第 一 項 か ら 第 三

項 ま で 」 を 「 第 一 項 及 び

第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第

七 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第

三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 六 項 と す る  


